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４月の相談活動の特徴（新規） 

 センター発足以来の相談件数は１万９千１９０件に

なりました。（４月３０日現在） 

項 目 件 数 当月比率 

面談 １ ５.９％ 

電話・メール １５ ８８.２％ 

単産・弁護士紹介 １ ５.９％ 

その他 ０ ０.０％ 

合 計 １７   100％ 

項  目 件  数 当月比率 

解 雇 ０ ０.０％ 

退職強要・勧奨 ０ ０.０％ 

賃金・残業代未払い ２ １１.８％ 

労働契約違反 ０ ０.０％ 

社会・雇用保険 １ ５.９％ 

配転・出向・転籍 １ ５.９％ 

労働条件切り下げ ０ ０.０％ 

労働時間・休暇 １ ５.９％ 

ﾊﾟﾜﾊﾗ・ｾｸﾊﾗ問題 ３ １７.６％ 

倒産・工場移転 １ ５.９％ 

労災・職業病 ０ ０.０％ 

メンタル不全・疾患 ０ ０.０％ 

組合加入・結成 １ ５.９％ 

その他 ７ ４１.２％ 

不 明 ０ ０.０％ 

合 計 １７  １００％ 

 

項目 件数 当月比率 

男性 ７  ４１.２% 

女性 ７ ４１.２% 

不明 ３ １７.６％ 

合計 １７  100% 

 

生かそう憲法
守ろう 9条 
憲法集会 

5 月 3 日（水） 
円山音楽堂 

★
相
談
事
例
①･･･

★ 

（
男
性
30
歳
代 

・
製
造
業
・
正
社
員
） 

 

一
度
相
談
し
た
い 

 

従
業
員
数
が

50

名

未
満
の
製
造
業
に
勤
務

し
て
10
年
。
労
働
組
合

は
な
い
。 

賃
金
が
低
い
の
で
増

額
を
会
社
に
要
請
し

た
。
し
か
し
、
会
社
の
反

応
は
鈍
か
っ
た
。 

経
営
者
の
労
務
政
策

に
関
し
先
行
き
が
不
安

な
の
で
、
組
合
結
成
若

し
く
は
加
入
も
含
め
一

度
相
談
す
る
機
会
を
持

っ
て
ほ
し
い
。（
メ
ー
ル

で
の
相
談
） 

 

メ
ー
ル
に
対
す
る
返
信 

  

当
方
は
、
色
々
な
業

種
の
組
合
が
集
ま
っ
て

作
っ
て
い
る
ロ
ー
カ
ル

セ
ン
タ
ー
の
「
京
都
総

評
」
が
中
心
と
な
っ
て

運
営
し
て
い
る
「
京
都

労
働
相
談
セ
ン
タ
ー
」

で
す
。
平
日
の
10
時
か

ら

18

時
ま
で
相
談
体

制
を
確
立
し
て
い
ま
す 

◆
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
も

し
く
は
専
用
ア
ド
レ
ス

に
て
メ
ー
ル
で
相
談 

◆
組
合
作
り
・
組
合
加

入
の
サ
ポ
ー
ト
も
で
き

ま
す
。 

◆
面
談
で
の
相
談
も
可

能
で
す
。
相
談
し
た
い

事
柄
を
連
絡
し
て
く
だ

さ
い
。
又
、
面
談
で
の
相

談
を
希
望
す
る
場
合
は

日
程
調
整
を
し
ま
す
の

で
、
希
望
を
連
絡
し
て

く
だ
さ
い
。 

 

（
回
答
） 

平
日
19
時
30
分
以
降 

も
し
く
は 

土
・
日
で
の
面
談
希
望 

 

パ
ワ
ハ
ラ
や
賃
金
面

の
ト
ラ
ブ
ル
は
、
現
在

発
生
し
て
い
な
い
。 

「
業
務
内
容
に
見
合

う
賃
金
水
準
を
知
り
た

い
」。
又
、「
同
業
種
・
若

手
労
働
者
・
小
規
模
企

業
に
勤
務
し
て
い
る
労

働
者
や
労
働
組
合
」
な

ど
と
交
流
し
た
い
。 

 面
談
で
の
相
談
を
設
定 

 

土
曜
日
の
午
前
中

「
全
国
一
般
・
建
交
労
・

相
談
者
」
と
面
談
を
設

定
し
実
施
し
た
。 

 

本
人
の
希
望
と 

当
面
の
対
応
を
確
認 

 ①
４
月
に
賃
上
げ
が
実

施
さ
れ
そ
う
な
雰
囲
気

が
あ
る
の
で
、
そ
の
結

果
を
見
て
か
ら
行
動
し

た
い
。 

②
実
施
さ
れ
な
い
場
合

は
、
会
社
に
賃
上
げ
を

要
請
す
る
。
要
求
金
額

や
交
渉
方
法
な
ど
は
ネ

ッ
ト
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
検
索

し
て
み
る
。 

③
要
求
し
た
が
拒
否
さ

れ
た
ら
、
再
度
相
談
し

た
い
。 

              

★
相
談
事
例
②･･･

★ 

（
男
性
20
歳
代
・
サ
ー

ビ
ス
業
・
パ
ー
ト
社
員
） 

 

ダ
ブ
ル
ワ
ー
カ
ー
の 

割
増
賃
金
の
負
担
は 

ど
ち
ら
の
企
業
が
？ 

 

サ
ー
ビ
ス
業
で
ダ
ブ
ル

ワ
ー
カ
ー
（
Ａ
社
・
Ｂ

社
）
を
し
て
い
る
。
２
社

（
Ａ
社
・
Ｂ
社
）
通
算
の

労
働
時
間
が
一
日
８
時

間
・
週
40
時
間
を
超
え

た
場
合
、
割
増
賃
金
を

負
担
す
る
企
業
の
決
ま

り
を
聞
き
た
い
。 

 

ア
ド
バ
イ
ス 

 

Ａ
社
・
Ｂ
社
の
各
々

の
労
働
時
間
と
は
関
わ

り
な
く
、
一
日
８
時
間
・

週

40

時
間
を
超
え
た

時
に
働
い
て
い
る
会
社

が
割
増
賃
金
を
負
担
す

る
義
務
が
あ
る
。 

            

★
相
談
事
例
③･･･

★ 

（
男
性
60
歳
代
・
警

備
会
社
・
契
約
社
員
・
） 

 

社
会
保
険
に 

加
入
で
き
る
か
？ 

 

週
２
日
警
備
会
社

で
ア
ル
バ
イ
ト
し
て

１
年
経
過
し
た
。
今
後

も
雇
用
さ
れ
る
見
通

し
。
労
働
時
間
は
週

20
時
間
に
満
た
な
い

が
、
収
入
は
月
額
約

10
万
円
。
社
会
保
険

に
加
入
で
き
る
か
？ 

ア
ド
バ
イ
ス 

 

被
保
険
者
（
短
時
間

労
働
者
を
除
く
）
の
総

数
が
常
時
百
人
以
上

の
企
業
で
働
く
短
時

間
勤
務
労
働
者
の
社

会
保
険
加
入
は
、 

①
一
週
間
の
労
働
時

間
が
20
時
間
以
上 

②
賃
金
が
月
額
８
万

８
０
０
０
円
以
上 

③
継
続
し
て
２
ヶ
月

を
越
え
て
雇
用
さ
れ

る
見
込
み 

④
学
生
で
な
い
こ
と

の
条
件
を
す
べ
て
満

た
す
と
強
制
加
入
と

な
る し

か
し
、
一
つ
で
も

満
た
さ
な
い
と
加
入

で
き
な
い
。 

従
っ
て
①
項
を
満

た
し
て
い
な
い
の
で

加
入
で
き
な
い 

 

◆
右
記
の
基
準
は
、
現

在
、
被
保
険
者
（
前
出
）

が
常
時
百
人
以
上
の
企

業
に
適
用
さ
れ
る
が
、

百
人
未
満
の
企
業
に
は

適
用
さ
れ
な
い
。 

 

し
か
し
、
来
年
・
２

０
２
４
年
の
10

月
か

ら
は
、
被
保
険
者
（
前

出
）
50
人
以
上
の
企
業

で
あ
れ
ば
適
用
さ
れ
る

制
度
に
改
正
さ
れ
る
。 
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組織拡大 
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又
、
体
調
を
崩
し
て

も
い
る
。
更
年
期
障
害

で
通
院
し
て
い
る
。
こ

れ
も
退
職
す
る
理
由
の

一
つ
。
退
職
す
る
に
あ

た
っ
て
「
体
調
が
悪
い

こ
と
も
一
つ
の
理
由
」

と
説
明
し
た
場
合
、
会

社
か
ら
「
病
名
は
何

か
？
以
前
か
ら
悪
か
っ

た
の
か
？
体
調
が
悪
い

の
を
隠
し
て
入
社
し
た

の
か
？
」
と
聞
か
れ
た

ら
説
明
し
な
い
と
い
け

な
い
の
か
？ 

 

退
職
は
慎
重
に 

 

契
約
員
が
契
約
期
間

内
に
退
職
す
る
場
合
の

手
続
き
が
、「
準
社
員
と

同
等
か
否
か
」
を
会
社

に
聞
く
必
要
が
あ
る
。 

同
じ
と
い
う
回
答
な

ら
ば
、
退
職
す
る
30
日

前
に
退
職
届
を
提
出
す

れ
ば
有
効
。 

し
か
し
「
準
社
員
と

は
異
な
る
。
契
約
社
員

は
契
約
満
了
ま
で
勤
務

す
る
義
務
が
あ
る
」
と

い
う
説
明
を
さ
れ
た
場

合
、
退
職
す
る
事
情
を

説
明
し
、
会
社
が
了
解

す
れ
ば
、
穏
便
に
退
職

で
き
る
。 

し
か
し
、「
契
約
期
間

満
了
ま
で
退
職
す
る
こ

と
は
認
め
な
い
」
と
い

う
対
応
で
あ
れ
ば
、「
病

気
・
怪
我
・
介
護
・
労
働

条
件
が
契
約
内
容
と
異

な
る
」
等
の
事
情
が
な

い
場
合
、
強
引
に
退
職

す
る
と
争
い
に
発
展
す

る
可
能
性
も
あ
る
の
で

留
意
が
必
要
。
病
歴
は

「
業
務
遂
行
と
は
関
り

が
な
い
・
個
人
情
報
」
説

明
す
る
義
務
は
な
い
。 

                                                                                                                             

固
定
残
業
代
が
６
万

２
千

80

円
毎
月
支
給

さ
れ
て
い
る
こ
と
や
残

業
の
実
態
な
ど
を
踏
ま

え
る
と
、
い
ず
れ
に
し

て
も
「
就
業
規
則
な
ど

を
見
て
み
な
い
と
、「
土

曜
出
勤
の
賃
金
不
払
」

は
判
断
が
出
来
な
い
。 

「
就
業
規
則
を
見
た
か

っ
た
ら
、
本
社
に
事
前

に
依
頼
し
て
許
可
を 

固
定
残
業
代
が
６
万

２
千

80

円
毎
月
支
給

さ
れ
て
い
る
こ
と
や
残

業
の
実
態
な
ど
を
踏
ま

え
る
と
、
い
ず
れ
に
し

て
も
「
就
業
規
則
な
ど

を
見
て
み
な
い
と
、「
土

曜
出
勤
の
賃
金
不
払
」

は
判
断
が
出
来
な
い
。 

「
就
業
規
則
を
見
た
か

っ
た
ら
、
本
社
に
事
。 

 

★
相
談
事
例
③･･･

★ 

（
男
性
60
歳
代
・
警
備

会
社
・
ア
ル
バ
イ
ト
） 

 

社
会
保
険
に 

加
入
で
き
る
か
？ 

 

週
２
日
警
備
会
社
で

ア
ル
バ
イ
ト
し
て
い

る
。
労
働
時
間
は
週
20

時
間
に
満
た
な
い
が
、

収
入
は
月
額
約

10

万

円
。
社
会
保
険
に
加
入

で
き
る
か
？ 

 

ア
ド
バ
イ
ス 

 

従
業
員
が
百
人
以
上

の
企
業
は
、 

①
一
週
間
の
労
働
時
間

が
20
時
間
以
上 

②
賃
金
が
月
額
８
万
８

０
０
０
円
以
上 

③
継
続
し
て
２
ヶ
月
を

越
え
て
雇
用
さ
れ
る
見

込
み 

④
学
生
で
な
い
こ
と
の

条
件
を
す
べ
て
満
た
さ

な
い
と
加
入
で
き
な

い
。 

①
を
満
た
し
て
い
な
い

の
で
加
入
で
き
な
い 

 

★
相
談
事
例
④･･･

★ 
（
男
性
50
歳
代 

・
運
送
業
・
正
社
員
） 

 

途
中
入
社
者
は
冷
遇 

差
別
・
違
法
で
は
？  

 

大
手
運
送
業
に
途
中

入
社
し
て
勤
続

20
年

以
上
経
過
。
内
勤
を
し

て
い
る
正
社
員
だ
が
役

付
き
社
員
で
は
な
い
。 

現
場
の
上
司
が
「
チ

ー
フ
に
昇
進
（
手
当
が

月
額
１
万
円
以
上
付

く
）
の
稟
議
書
・
推
薦

状
」
を
作
成
し
、
上
級
機

構
に
提
案
を
し
て
く
れ

た
が
、
何
の
音
さ
た
も

な
い
。
３
年
前
に
も
同

じ
こ
と
を
し
て
も
ら
っ

た
が
そ
の
時
も
何
の
動

き
も
見
ら
れ
な
か
っ

た
。 中

途
採
用
さ
れ
た

50
歳代

の
従
業
員
は

同
じ
よ
う
な
待
遇
を
強

い
ら
れ
て
い
る
。 

半
面
、
大
卒
の
新
入

社
員
は
、
約
３
年
勤
続

す
る
と
、
み
な
昇
進
し

て
い
く
実
態
が
あ
る
。 

私
の
賃
金
が
下
げ
ら

れ
る
こ
と
は
な
い
が
、

面
白
く
な
い
し
、
良
い

気
は
し
な
い
。 

身
分
差
別
と
指
摘
で

き
る
の
で
は
な
い
か
。

法
律
違
反
と
し
て
是
正

す
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
か
？ 

 

ア
ド
バ
イ
ス 

 

直
ち
に
法
律
違
反
と
指

摘
し
、
是
正
さ
せ
る
の

は
困
難 

 

中
高
年
齢
層
の
昇

進
・
昇
格
を
抑
え
る
こ

と
の
目
的
の
一
つ
に

「
中
高
年
齢
の
賃
金
を

抑
制
す
る
目
的
」
が
見

え
隠
れ
す
る
。 

し
か
し
、
昇
進
・
昇
格

に
関
し
て
の
基
準
は
、

法
律
で
定
め
ら
れ
て
い

な
い
の
が
現
状
。
又
、

「
昇
進
・
昇
格
の
基
準

を
就
業
規
則
な
ど
で
具

体
的
に
定
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
い
う
法

律
も
な
い
。 

「
昇
進
・
昇
格
が
不

当
に
運
用
さ
れ
て
い

る
」
と
い
う
こ
と
を
立

証
で
き
な
い
限
り
、
裁

判
な
ど
で
闘
う
こ
と
は

困
難
。 

労
働
組
合
を
立
ち
上

げ
て
、
大
衆
運
動
で
是

正
さ
せ
る
こ
と
が
早
道

で
は
な
い
の
か
。 

            

★
相
談
事
例
⑤･･･

★ 

（
性
別
不
明
・
年
齢
不

詳
・
業
種
不
明
・
正
社

員
） 

 

メ
ー
ル
で
の
相
談 

 

勤
務
先
の
就
業
規
則

に
つ
い
て
の
相
談
な
の

で
す
が
、
自
己
都
合
で

退
職
す
る
際
の
規
定
の

中
に
、「
自
己
都
合
に
よ

り
退
職
を
希
望
す
る
場

合
は
原
則
と
し
て
２
ヶ

月
前
、
役
付
き
の
者
は

３
ヶ
月
前
に
て
申
し
出

て
、
会
社
の
承
認
を
得

ら
れ
た
と
き
」
と
規
定

さ
れ
て
い
ま
す
。 

し
か
し
、
民
法
６
２

７
条
の
規
定
や
、
一
般

の
公
序
良
俗
に
照
ら
し

た
場
合
、
長
す
ぎ
な
い

で
し
ょ
う
か
？ 

退
職
の
自
由
の
制
限

に
当
た
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
？ 

ま
た
、
こ
の
就
業
規

則
の
規
定
に
違
反
し
て

退
職
を
強
行
し
た
場

合
、
退
職
者
に
対
す
る

懲
戒
（
例
え
ば
、
規
定
の

退
職
金
を
支
払
し
な

い
。
も
し
く
は
、
減
額
す

る
。
あ
る
い
は
懲
戒
解

雇
処
分
と
す
る
等
）
を

示
唆
す
る
規
定
（
含
退

職
金
規
定
）
は
有
効
な

の
で
し
ょ
う
か
？ 

 

メ
ー
ル
で
返
信 

 

民
法
の
定
め 

 

あ
な
た
が
指
摘
し
て

い
る
通
り
、
民
法
６
２

７
条
・
１
項
で
「
雇
用

は
、
解
約
２
週
間
を
経

過
し
た
る
に
因
（
よ
）
り

て
終
了
す
る
」
と
規
定

さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま

り
、
退
職
を
申
し
入
れ

て
か
ら
２
週
間
す
れ

ば
、
使
用
者
の
承
認
が

な
く
と
も
、
会
社
を
辞

め
る
こ
と
が
出
来
ま

す
。 

 

民
法
は
任
意
法
規 

 

し
か
し
、
一
般
的
に

民
法
の
規
定
は
任
意
法

規
と
解
さ
れ
て
い
ま
す

の
で
、
労
働
契
約
や
就

業
規
則
で
、
民
法
の
規

定
と
異
な
る
定
め
を
し

た
場
合
に
は
、
そ
の
定

め
が
優
先
さ
れ
ま
す
。 

つ
ま
り
、
合
理
的
理

由
が
あ
れ
ば
特
約
に
よ

っ
て
「
２
週
間
」
を
延
長

す
る
こ
と
が
出
来
ま

す
。 従

っ
て
、
就
業
規
則

で
、「
退
職
す
る
場
合
は

２
カ
月
前
、
主
任
以
上

は
３
か
月
前
に
退
職
を

申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
の
規
定
を
、
無

条
件
に
直
ち
に
違
法
と

決
め
つ
け
る
こ
と
は
無

理
が
あ
る
よ
う
で
す
。 

だ
が
、
延
長
す
る
合

理
的
理
由
が
な
い
場
合

は
、
労
働
者
の
退
職
の

自
由
が
制
限
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
、
公
序
良
俗

の
見
地
か
ら
「
延
長
は

無
効
」
と
判
断
さ
れ
こ

と
に
な
り
ま
す
。 

 

強
行
法
規
と
す
る 

判
例
も
あ
る 

 

更
に
、
民
法
６
２
７

条
を
強
行
法
規
と
解
す

る
判
例
も
あ
り
ま
す
。

昭
和

51
年

10
月

29

日
・
東
京
地
裁
・
高
野
メ

リ
ヤ
ス
事
件
の
判
決
で

は
、「
退
職
届
を
２
週
間

よ
り
長
い
期
間
定
め
て

い
る
」
と
い
う
就
業
規

則
が
あ
っ
て
も
、
退
職

届
を
提
出
し
て
２
週
間

経
過
す
る
と
退
職
の
効

力
が
発
生
す
る
と
い
う

判
決
で
す
。 

 

決
着
は
訴
訟 

 

就
業
規
則
の
規
定
に

反
し
て
退
職
を
強
行
し

た
場
合
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ

ー
（
退
職
金
の
減
額
・
懲

戒
処
分
な
ど
）
が
有
効

か
否
か
の
判
断
は
、
最

終
的
に
は
「
退
職
届
を

提
出
す
る
期
間
を
定
め

た
規
則
に
合
理
的
理
由

が
あ
る
か
否
か
」「な
い

場
合
は
退
職
届
が
有

効
」
」
と
い
う
争
点
で

「
民
事
裁
判
」
で
争
う

こ
と
に
な
る
と
思
い
ま

す
。 

            

★
相
談
事
例
⑥･･･

★ 

（
女
性
50
歳
代
・
サ
ー

ビ
ス
業
・
契
約
社
員
） 

 

契
約
期
間
内
だ
が 

退
職
し
た
い 

 

こ
の
４
月
１
日
に
サ

ー
ビ
ス
業
に
転
職
し

た
。
身
分
は
、
契
約
期
間

３
年
間
の
契
約
社
員
。 

転
職
後
２
週
間
経
過

し
た
が
、
想
定
し
て
い

た
仕
事
内
容
と
か
け
離

れ
て
い
る
の
で
退
職
し

た
い
。 

就
業
規
則
に
「
準
社

員
が
退
職
す
る
場
合
は

30
日前

ま
で
に
退
職

届
を
提
出
す
る
こ
と
」

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
が
適
用
さ
れ
る
の

か
？ 

憲法改悪を許さない 

全国署名を進めよう！！ 
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